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JICA 社会開発部第一グループ ガバナンスチーム 

1.全体方針 

（１）今回実施する事前評価調査は、「市民警察活動促進プロジェクトフェーズ 2」（以下、ブカシ

フェーズ2とする）の立ち上げを行うとともに、「インドネシア国家警察改革支援プログラム」

（以下、プログラムとする）全体の方向性・枠組み及びプログラムを構成する案件についての

活動内容・位置づけについて、「イ」側と協議を行い、基本合意を得ることを目的とする。 

 

（２）上記のとおり、今回はプログラムについての議論を行うこともあり、「イ」側との協議を円滑

に進めるために今次調査は2回に分けて現地調査を行うこととする。 

＊第一次調査（5月中旬） 

今次調査の進め方及び協力内容についての日本側第一次案についての説明、「イ」側関係機

関との意見交換、関連情報収集 

＊第二次調査（6月中・下旬：6月 18日の週） 

プログラムの基本枠組み及びブカシフェーズ2についての協力枠組み基本合意（プロジェク

トドキュメント案、R/D案の合意） 

 

2.調査団員構成及び調査日程 

（１）第一次調査 

（ア）警察協力立案 出宮 良平 警察庁長官官房国際課 警部 

（イ）協力計画  熊谷 晃子 JICA社会開発部第一G ガバナンスチーム長 

（ウ）評価分析  平川 貴章 インテムコンサルティング株式会社 

＊平成19年 5月 21日（月）～24日（木）(付属資料１－２) 

 

（２）第二次調査（予定） 

（ア）団長  岡﨑 有二 JICA社会開発部 部長 

（イ）警察協力立案 未定 

（ウ）協力計画  岩間 創 JICA社会開発部第一G ガバナンスチーム 

（エ）評価分析  平川 貴章 インテムコンサルティング株式会社 

＊平成19年 6月 18日（月）～23日（金） 

 

3.第一次調査 協議方針案 

（１）事前評価調査に始まり協力枠組み文書署名にいたる今次協力立ち上げ全般についての説明を

「イ」側関係部署に説明し、理解を得る。 

 

（２）プログラム・ブカシフェーズ2についての日本側第一次案について説明を行うとともに、「イ」

側（INPワーキンググループ）の意見を聴取する。 

 

（３）「イ」側関係機関の要望を個別聴取する。 

インドネシア市民警察活動促進プロジェクト（フェーズ２） 

第一次事前評価調査に関する対処方針検討のためのブレスト資料 

１．第一次事前評価調査関連資料 

１－１ 対処方針会議資料 

- 15 -



 

（４）評価分析団員は官団員帰国後、情報収集、関係者からのヒヤリングを行う。 

 

4.本日会議での議論のポイント 

（１）上記3.（２）日本側第一次案についての検討（加筆・修正について具体的提案をいただける

と幸いです）。特に以下の点について日本側関係者のご意見を伺いたい。 

（ア）プログラム目標を「市民警察活動の推進」に絞ることでよいか？ それとも INP 改革全体

に対する支援というニュアンスを残す必要があるか？ 仮に「市民警察活動の推進」に絞り

込んでいくとするとプログラムの名称についても「インドネシア市民警察化改革支援プログ

ラム」としてはどうか。（プログラム名を変更するとブカシフェーズ2についても名称変更を

検討する必要があるか？ 例えば「ブカシ両署における市民警察活動促進プロジェクトフェ

ーズ2」） 

（イ）上記（ア）とも関連し、長官アドバイザーの業務として警察長官への政策助言として「市

民警察活動の促進」以外の業務を想定しておく必要があるか？ その上で国家警察長官アド

バイザーとPOLMAS活動強化専門家の業務所掌を整理する必要がある。 

（ウ）国別特設研修「警察行政セミナー」について、本邦研修実施の費用対効果を勘案し、その

位置づけをこれまで以上に明確にすることが求められている。市民警察活動の全国展開への

寄与を目的とし、本研修において各州での普及の核となる人材育成の場（指導員育成：TOT）

とすることを提案したい。また本邦研修との対となる指導員育成研修としてブカシでの実施

のため国内現地研修の立ち上げについても前向きに検討したい。 

 

（２）バリプロジェクトフェーズ2についてはバリフェーズ1が 07年 7月 8日に終了するため、立

ち上げを全体の作業スケジュールより前倒しで進める必要がある。第一次調査時にバリフェー

ズ 2 についても全体の中での位置づけについて大枠合意を得た上で、現地主導で基本合意を進

めていく。現時点での予定では5月下旬にはR/Dの署名を執り行う予定。TV会議では現地から

検討状況について説明していただければ幸いです。 

 

5.第一次現地調査以降のスケジュール 

6月 11日の週  第二次現地調査対処方針会議（R/D案、プロドク案の検討） 

6月 18日の週  第二次現地調査 

6月 25日の週  現地調査帰国報告会 

7月 10or17日  理事会説明 

7月下旬   R/D署名 

 

以 上 
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警察協力立案 協力計画 評価分析 宿泊

1 5月20日 日 成田発　→　ジャカルタ着 成田発　→　ジャカルタ着 ジャカルタ

2 5月21日 月 成田発　→　ジャカルタ着 ジャカルタ

3 5月22日 火 ジャカルタ

4 5月23日 水 ジャカルタ

5 5月24日 木 ジャカルタ

6 5月25日 金 成田着
他プロジェクト関係者との
協議・現場視察
ジャカルタ発（機中泊）

関係者ヒヤリング ジャカルタ

7 5月26日 土 成田着 資料作成 ジャカルタ

8 5月27日 日 資料作成 ジャカルタ

9 5月28日 月 ヒヤリング ジャカルタ

10 5月29日 火
ヒヤリング
ジャカルタ発

機中泊

11 5月30日 水 成田着

 8：00　専門家・JICA事務所との協議
11：00　INPワーキンググループとの協議（事前調査の趣旨、日程の説明。フェーズ１を振り
返ってフェーズ２の課題とプロジェクト構成案を提示。ミニッツ案説明。）

午前　ジャカルタ警視庁オペレーション部長、人事部長へのヒアリング、MABES鑑識課長への
      ヒアリング
午後　MABES市民指導部長へのヒアリング、PTIK学長/POLMAS研究所所長へのヒアリング、
　　　POLMAS専門家の活動に関する協議

ミニッツ署名（MABES開発計画担当次長）

＜案件名：インドネシア市民警察活動促進プロジェクトフェーズ2事前評価調査＞

日付

メトロブカシ署・ブカシ署訪問、両署長にヒアリング

- 17 -



協議記録 
 
日 時：2007年５月21日 
場 所：メトロブカシ署 
面談者： Kombes Pol Drs. Chairul Anwar, SH.MH署長、 Dioko.M総務課長、 Poniman鑑識課

長、Purbaya As. S.Comコミュニケーションコマンドセンター所長、Marten. B.通信情報

係長、田中リーダー、谷口専門家、関根専門家 
当 方：調査団員（熊谷、平川） 
 
面談内容： 

調査団より、今回来訪の目的、フェーズ２に向けての今後の段取り、プログラムの枠組みと

プロジェクトの位置づけ案、を説明。また、人材育成の成果を、育成を受けた個人のみにとどめ

るのではなく、人事異動等があっても組織として残る仕組みづくりを考えていきたいことを説明。 
所長より、以下の点について言及。 
今後ブカシは警察の研修先、ラボ、というような意味かと思う。PTIKは理論を教え、実習を

ブカシで見てもらうというようなイメージと理解。フェーズ１において、ブカシでは、内部の普

及活動、他州への普及活動もやってきた。また、支援で入れたBKPMの制度をほかのPOSPOLに
も導入している。鑑識技術は分署などにも普及を行っている。 

警察署管内の普及は最大の努力を払っている。警視庁に交番制度のOJTをしているし、鑑識も

警視庁鑑識官がブカシに習った。が、外部への普及は警視庁本部の力が必要。警視庁長に会った

ときには、第１フェーズの成果を警視庁内部で普及して全国へ進めていくことにつき助言してほ

しい。警視庁レベルの普及がさらになされることが必要と感じている。 
内部人材のレベルはまだ高くないので、国別特設の研修員OBをブカシ署幹部に配置してほし

い。普及のほかに本来業務もあり、これらをこなすには、また、PTIKの実習見学の場となれ

ば、それなりの人材が必要。幹部人材はプロジェクトの成功にも関係してくる。本部、警視庁に

お願いしてほしい。現在研修OBは、カウンターパート研修の署長、副署長のほか、東分署に１

人、計３人のみ。全国に配属して成果を普及するということもあろうが、ブカシへの配置のほう

が有効と思われる。研修は、目で見て肌で感じる有効な普及活動。研修OBをジャカルタ警視庁

以外から集めてほしい。 
警視庁内での成果普及と、研修OBのブカシへの配置を、本部にお願いしてほしい。WGでも

話しているが、なかなか実現しない。 
（配属は分署も希望するのかとの当方問いに）分署もよいが、分署だと分署レベルのことし

かできないことになるので、署にきちんと入れることを望む。 
フェーズ２において、普及のシステムと方法について、ポルマスを進めるにあたり、どのよ

うに実施するのか、実施の仕方、方法と実際のやり方についてを知りたい。また、機材の拡充も

望む。 
 

以上 

１－３ 協議・ヒアリング記録 
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協議記録 
 
日 時：2007年５月21日 
場 所：メトロブカシ東分署 
面談者：Hery Dian Dwihario,sik分署長、田中リーダー 
当 方：調査団員（熊谷、平川） 
 
面談内容： 

調査団より、今次来訪の目的を説明。 
分署長より、フェーズ２での協力の中心について質問あり。以前は機材の６割は署レベルに

入り、分署レベルではBKPMの支援があった。 
調査団より、フェーズ２では機材の供与中心とはならず、普及の仕組みづくりを考えていき

たい旨説明。 
分署長より、教育は署レベルでやってもよく、分署ではポスポルの強化が必要。事件の検挙

をきちんとできるような科学捜査も必要で、分署レベルの鑑識の強化も必要。また、指紋のデー

タベースを署に作ってもらい、分署がアクセスできるようにしたい。また、分署では当直のもの

にしか配れない通信資材も強化が必要であり、GPSの無線機が必要。 
リーダーより、指紋についてはデータベースより、分署レベルで鑑識ができるようになるこ

とが重要である旨指摘。 
分署長より、犯罪者のデータはあるがデータベースがない。分署は技能もないので基本知識

の向上も必要。 
調査団より、通信設備については、電波割り当ての問題もあり、現時点でたくさんの機材を

入れてしまうのは困難であろうと返答。 
 

以上 
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協議記録 
 
日 時：2007年５月21日 
場 所：メトロブカシ東分署ターミナルブカシPOSPOL 
面談者：Bambang Sutaryoポスポル長、田中リーダー 
当 方：調査団員（熊谷、平川） 
 
面談内容： 

本ポスポルは、日本の支援でできたBKPMの活動を、ブカシ側が自分たちでポスポルに取り入

れて進めていた例。 
調査団より、本ポスポルで行っている業務と、ここ近年に新たに開始した業務、BKPMとの違

い、どこでこうした工夫を考えるにいたったか、等について質問。ポスポル長より以下の説明あ

り。 
１人の警察官が２つの隣組を担当するように決め、朝、夜の勤務を実施。引き継ぎ、パトロ

ール、臨場、巡回連絡、遺失物証明発行、旅行許可書発行、通報への対応。通報は、事件関係は

分署にあげるが、けんかの仲裁などポスポルで解決できるものは自分たちで対応する。以前は担

当はターミナル市場だけだったが、現在は住宅地、商店街を含む広い範囲を担当するようにし

た。この範囲は、自分たちが可能な範囲を勘案し申請して決めた。また、巡回連絡、臨場、現場

保存が新たに加わった。 
もともと警察が国軍と一緒だったときから、警察業務のほうは市民警察の必要性がいわれて

おり、もともと習っていたことであるが、ポルマス通達が出て各警察官に浸透していき、具体的

に実施していくようになっている。ポスポル長も各警察官へのポルマスの浸透を行っている。も

ともと、バビンカムティブマスの制度があり、現在はポルマスができてより進めやすくなってき

た。 
BKPMとの違いは機材がないこと。 
自分は署長の指示により、BKPMでの研修を受けた。また毎週土曜日に分署にて集会があ

り、ポスポル長、ポスポル内のチームの代表が集まって教養を行っている。 
FKPMは１年前にできたが、もともと協議会があったのでそれを改組した。 
もともとある協議会をFKPMにするのは、署長、分署長から指示が来るが、あとやれるやれな

いはポスポル長の考え方次第であろう。ポルマス通達が来て、具体的やり方はそれぞれが考えて

いる。 
 

以上 
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協議記録 
 
日 時：2007年５月21日 
場 所：ブカシ県署 
面談者：AKBP. Drs.Purwadi Arianto, Msi署長、ほか署員、田中リーダー、谷口専門家、関根専門家 
当 方：調査団員（熊谷、平川）、館山所員 
 
面談内容： 

調査団より、今回来訪の目的、フェーズ２に向けての今後の段取りを説明。 
所長より、以下について言及あり。 
市民警察活動の重要性、信頼される警察や公平性の重要性が強調された。また、市民とのパ

ートナーシップの重要性、その一環としての、最先端の活動であるBKPMの役割の重要性につき

説明があった。市民の信頼を得るためには科学根拠に基づいた捜査技術の向上、市民の通報に迅

速に対応するための通信設備の拡充の必要性が述べられた。 
ブカシはカバーするエリアが1,100haと広く、２万人の人口を管轄し、1,800の外資企業を擁す

る。外資が多くあることにより、当地の問題は、インドネシア全体の投資環境にも影響してくる

と認識。また、外国人が多いほか、農業、漁業従事者もおり、格差も見られ、警察の活動がしっ

かりしていなければ問題が大きくなると認識。県署は、日本の県警程度の規模で、分署を擁して

いる。県署ができて２年余りであり、メトロブカシより設備が限られているため、今後県署に支

援してほしい。世論調査では信頼も高まっており、鋼板の土地提供も受けているため、これらに

応える仕事をしなければならない。各州警察、教育機関も見学に来ている。 
ポルマスのように文化の変容を必要とするものは長期の取り組みが必要。コンセプトがシス

テム化することが必要で、継続性を持つにはいろいろな基盤も必要である。メトロブカシは県署

の６分の１だがBKPMは双方同じ数支援されている。県署の広さからすれば15件はほしいとこ

ろ。駐在所のモデルとしても県署はふさわしいはず。機材はメトロブカシに３分の２がいってい

る。県署では、遠い分署は行くのに２時間かかるので、通信設備も大事だと考えているが十分に

入っていない。 
今後各州のモデルとして、（設備基盤の）基準が満たされていることも重要である。 
当方より、第２フェースでは大きな設備の供与は基本的に考えていないこと、市民警察活動

は、日本の交番でも建屋は小さい簡素なもので、設備も大規模なものは何もなく、巡回も自転車

等で行っている。設備が不十分であればそれなりに、それでもできる活動というのを見せるモデ

ルになってほしいことに言及。さらに、学んだことを学んだ人材個人のものにとどめるのではな

く、署内、分署、さらにその先と、組織として育成していけるシステムを考えてほしいことを依

頼。また、今回の「プログラム」の大枠の案を提示し、ポルマス個別専門家の活動とリンクし

て、ブカシの成果をPTIKにフィードバックしていけるよう、また、各州に浸透していけるよう

な仕掛け作りを考えたいことを説明。 
 
（その後、署内見学。また、所管内の、自分たちで自主的に設立中のBKPMを見学。本BKPM

は高級住宅地にあり、土地、建屋建設費は住宅地の開発者持ちとの由。） 
以上 
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平成１９年５月２２日 

安齋俊哉 調整員 

 

警察ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ第５１回ＷＧ定例会議議事録 

 

日 時 平成19年5月22日（火） 8:30－10:00 

場 所 MABES POLRI ４Ｆ会議室 

出席者 

 

 

 

 

・ＷＧメンバー 

・植松プログラムマネージャー 

・田中リーダー 

・関根、谷口専門家 

・フェーズ２事前評価調査団（熊谷T長、出宮係長、平川コンサルタント）

・舘山所員 

・調整員 

・Anggi（書記） 

・内閣官房国際技術協力課員（2名） 

討議内容 【Sutarno座長挨拶】 

【日本からの支援についての報告（Sunarno座長）】 

・本年7月に終了するフェーズ１に続くフェーズ２に向かう議論の前にこれ

までの成果の整理の意味で報告をする。 

①無償（１）については、2006年7月迄に終了している。5.18億円規模。

鑑識機材、無線通信網整備、薬物対策分野資機材等が供与された。飯

村大使とスタント長官によって引渡式が行われている。 

②無償（２）については、2007年1月、4.49億円規模。無線指揮車、鑑識

機材、交番セット等が供与された。 

③国別特設研修、C/P研修等が実施されている。 

④ブカシ市民活動促進プロジェクト、バリ観光警察プロジェクトが実施

されている。 

⑤これまでに50回のWGが開催されている。多くのミッションが来「イ」

しているが、最近ではブカシプロジェクト終了時評価調査団が2007年1

月に訪「イ」している。 

⑥フェーズ２についての要請は既にBAPPENASに申請しており、ブルー

ブックにも掲載され正式要請となっている。長官アドバイザー、ＰＯ

ＬＭＡＳ専門家、ブカシプロジェクト（フェーズ２）、バリプロジェ

クト（フェーズ２）、国別特設研修等で2006年11月に申請したもので

ある。 

 

【調査団からの趣旨説明等：熊谷Ｔ長】 

・団の構成紹介 
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・調査団来「イ」の目的説明 

①「イ」警察改革支援プログラムフェーズ２の構成要素について、進む

べき方向の概念確認と合意を得たい。 

②今調査団は官団員は数日の滞在であるが、コンサルタントは各種調査

のため残留する。6月下旬にブカシプロジェクトのフェーズ２に関する

協議を行うために第2次事前評価調査団を送る予定。7月末までに同プ

ロジェクトのＲ／Ｄを締結したい。 

③バリプロジェクトについては、小規模案件であるゆえ、「イ」警察と

ＪＩＣＡインドネシア事務所間の調整によりＲ／Ｄを5月中に締結した

いと考えている。 

④我国の「イ」警察に対する改革支援プログラムのフェーズ２について

は、概念図の通り、「イ」警察の要請したコンポーネントは全て網羅

している。ここのプロジェクトの詳細については、今後の議論が必

要。 

⑤プログラムの目標として、「インドネシア各地の警察署と警察官によ

りそれぞれの地域特性に応じた、適切な市民警察活動が展開されるた

めの実効性のある仕組み・体制が確立する」を提案している。 

⑥プログラム内の各コンポーネントは、フェーズ１よりも深度を高め、

プラスαが必要となっている。例えば、ブカシでは、「モデル」とし

ての完成度を高めることなろう。そのためには、ある局面ではＰＯＬ

ＭＡＳ専門家との連携が必要となるであろう。国別特設研修の人材活

用（特にブカシプロジェクト等での）も高めていかなければならな

い。同研修は教育訓練を目途とした人選など検討の余地があるように

思われる。また、現地国内研修の効果的な実施が必要となってくるで

あろうし、そこでの国別特設研修ＯＢの関与は必須と考える。そうし

た研修実施などに当たっては、「イ」側のC/S（コストシェアリン

グ）が期待されている。 

⑦本日の配布資料のうち、説明文書には議論の余地があると思われる

が、概念図については本日検討したい。 

 

【Sunarno座長コメント】 

・提案では、「イ」警察からのリクエストが全て網羅されていると思料。 

・普及を計画的に行っていく等、ブカシは「モデル」としての完成度を高

めることが必要な点も同意。 

・POLMAS専門家はPTIK（警察大学院大学）/POLMAS研究開発センターに

て、より集中的な活動となるであろう。 

・C/Sについては、間接的ではあるが、現在も、オペレーション費用につ

いては「イ」側が負担していることは理解願いたい。 

・国別特設研修やC/P研修OBの活用は課題であり、より以上に積極的な活

動が望まれていることは承知。 
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【ハイルル・メトロブカシ警察署長コメント】 

・ブカシプロジェクトの概要説明 

・現在の課題として、無償（１）GPS機材と無償（２）GPRS機材が混在し

ていることに関し、互換性の担保が進んでいない。 

・国別特設研修OBの署への配置は一番望むところである。 

・成果の普及活動についての支援は是非とも強化していただきたい。 

 

【プルワディ・ブカシ県署長コメント】 

・ブカシ県署におけるプロジェクトの波及状況説明 

・今後、鑑識は分署とBKPMでも鑑識活動ができるようにしたい。BKPMに

はJKT[警視庁から105名の配置を受けたが、中間幹部の弱さが露呈してお

り、早急に強化しなければならない。人材の確保として、国別特設研修

OBの配置が望まれる。通信に関しては無償資機材の活用が第一である。

・GPS/GPRSのモニタリングシステムがない。これは無償（１）計画後に

署の分割があったためである。 

・無償に限らないが、資機材の供与はプロジェクト進捗にあわせ更に必要

と思料。特に駐在所アプローチの支援が希望。 

 

【PTIK（警察大学院大学）よりコメント】 

・専門家受入準備を進めている、執務室＆スタッフを準備。活動について

は今後調整していきたい。 

・PTIKでもPOLMASに関する種種の活動をしており、ブカシプロジェクト

VS他警察署（支援無しの警察署）との比較研究も行っている。PTIK学生

がインストラクター資格を取れるような計画も進めている。 

 

【「イ」警察本部鑑識課よりのコメント】 

・鑑識分野では両ブカシ署の技能向上とあるが、どのように、対象をどこ

においた活動を行うのか？⇒鑑識分野は、今後も、継続支援していく分

野である。これまで育成したインストラクター等、人材の活用を考えて

いきたい。ブカシプロジェクトでの活用から始めて、「イ」警察本部鑑

識課のイニシアチブで実施される教養計画等にも参画していきたい。詳

細については今後検討していくことになる（植）。 

・バリプロジェクトにも鑑識分野は必要ではないか？⇒バリは観光警察へ

の支援であるが観光警察官でも現場初動措置は必要であり、その部分で

簡易な鑑識活動も含まれるかもしれない。要検討（Sunaruno座長）。 

 

【Sunaruno座長のまとめ】 

・人事担当者へのお願いであるが、国別特設研修OBの配置に考慮願う。必

要に応じ特別措置も考えてもよいのではないか。また、情報通信課への

お願いであるが、GPS/GPRSの互換性の確保については早急に改善する
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よう協力願う。 

・本日、調査団側から提示されたプログラム概念図については、「イ」警

察からの要望が全て網羅されており、各コンポーネントの関係も明らか

にされているので、特に問題ないと考える。今後、フェーズ２の形成に

当たり、各関係機関とも、連絡を密にし、協働作業を進めてほしい。⇒

24日に（簡単な内容であるが）概念図を添付したM/M署名を行いたいが

可能か？（熊谷T長）⇒24日のM/M署名は承知した（Sunarno座長）。今

回のWGで両サイドの認識の共有と確認ができたと思う。 

所 感 ・コンパクトに行われたWGであった。 

・冒頭、「イ」側により（座長自ら）、日本の支援に対する整理の報告が

行われたが、予想外のことで、「イ」側の並々ならぬ意欲と真摯な態度

が感じられた。 

・プログラム概念図については、「イ」側にとっては、従来通りの周知の

ことであったが、簡潔な図にまとめられたため、理解の整理が進んだも

のと思料。余勢をかってプログラムミニッツの署名も可能と思われた。 

・「イ」国内の事務手続の要、内閣官房国際技術協力課の課員が、WG見学

にやってきていた。「日頃、事務手続きしている案件の成立過程を見学

に来た。」との事。今後も、積極的な参加が歓迎されるべきものであ

る。 

会議資料 ・出席者リスト 

・調査団説明資料（プログラム概念図等） 
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協議記録 
 
日 時：2007年５月23日 
場 所：ジャカルタ警視庁オペレーション部 
面談者：AKBP Masguntur Laupe部長、ほか職員、田中リーダー、谷口専門家 
当 方：調査団（出宮、熊谷、平川） 

 
調査団より、来訪目的、昨日のWGでの確認内容（プログラムの概念とコンポーネント）を説

明。 
先方より、ブカシの活動は有益なもので、以前より犯罪発生率を低減できた。この事業を誇

りに思っている旨言及。また、ブカシは他州からも見学にきている。設備は異なっても、システ

ムをそれぞれが自分のところに導入しようとしている。 
現在警視庁ではコマンドセンターを作っており、６月にはできる。ブカシから指導員の派遣

を要請したいと考えている。このコマンドセンターで警視庁管内をすべてまかなえるようにした

い。ほとんどの署と分署はカバーされているが、無線機が壊れている場所では使えない。ジャカ

ルタ警視庁は首都の警察なのでこうしたフルオペレーションができるが、他州の警察本部は指導

中心で実際のオペレーションは各署がやる。 
市民からの通報112番電話を設置した。すでにあったものであるが壊れていたのを再稼動した。

電話会社と協力し、通報地点がわかるようにしている。ここに通報があったものは警視庁がオペ

レーションしており、携帯ショートメールなどの通報窓口は以前からやっている。市民は、警視

庁、署、分署いずれでも通報できる。電話会社と警察庁で地域区分が異なり、電話網では西ジャ

カルタが警視庁では北ジャカルタに区分することがあるので、この点につき調整中である。 
無線を使って 先端の警察官に臨場してもらうことを考えている。もともとはパトカーにGPS

をつけ臨場しつつ、近くのポスポルに連絡を入れるというやり方をしていた。 
無線の訓練は警察学校でも訓練している。 
受け手に無線機などの道具がないときはどうするのかという質問に対し、分署などに連絡が

取れなければ上部組織に連絡を入れ、そこから連絡をつけてもらうようにするなどしている。ま

た、通信網は唯一ではなく、たとえば交通警察は無線システムを持っているので、それを使うこ

とも可能。 
無線網の維持のための消耗品など経常経費の確保についての質問には、2002年から2003年に

いったん設備を導入したがうまく運用できず、修理代もなく問題があった。INP本部に申請した

いと考える、との返答。 
出宮警部より、以前のシステムが５年後の現在すでに壊れたのであれば、今回のものも同じ

問題が出るであろう。これでは予算的に続けていけないのではとの指摘に対し、警視庁からは、

以前の苦い経験を生かし気をつけていきたい、新たに構築する予算より維持管理費は予算的には

少額なので留意していくとの返答。 
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協議記録 
 
日 時：2007年５月23日 
場 所：ジャカルタ警視庁人事部 
面談者：Komes Pol. Drs. Sabar Raharjo人事部長、ほか職員、田中リーダー、谷口専門家 
当 方：調査団（出宮、熊谷、平川） 
 

調査団より、来訪目的、昨日のWGでの確認内容（プログラムの概念とコンポーネント）を説

明。 
また、ブカシの経験を他の署にも活用していただきたいが、そのためには、上部組織である

ジャカルタ警視庁から、警視庁管内の各署や分署等への普及を考えて実施していただく必要があ

るが、その転移についてのジャカルタ警視庁の考えを聴取。 
人事部長より、よりいっそうの市民サービスの必要性を考えており、ブカシ署はよくできた

署であるので、ほかの署にも類似の事業を実施することを考えていること、ただし警察庁の予算

にも限りがあるため、ブカシのような交番等をほかにも作っていく支援をしてほしいこと、の説

明あり。 
調査団からは、立派な交番の建屋がなくても、日本でも簡素な建物に警察官は詰めて、自転

車等でパトロールもしているので、経費は抑えて地域警察活動のコンセプトの実現はできると考

える旨言及。 
警視庁より、ブカシに国別特設の研修生を配置しているが、個々のキャリアを考えて異動も

あるのはやむをえない、しかし配置には配慮していきたい旨発言あり。 
プログラムについて、国家警察改革の大きな枠組みの中には、図示されているように、JICA

だけではなく他の支援も必要で、IOM等他ドナーからの支援もある。 
調査団からの、具体的な庁内での、ブカシの経験等の普及方法についての質問に対しては、

（ポスポルではないが）住民からの住宅の提供等を受けての活動を行ったり、分署長を招集して

２日間のポルマスに関する指導を行うなどを実施している。また、139の分署で市民指導課を作

りたいと考えているが、新規に人をあてねばならず、そういった人材もブカシ署で研修すること

を考えている。 
警視庁人事部で研修を実施しているが、長官の方針に従い予算を組み立て、ポルマス活動の

研修計画を立てている。ポルマス予算はそれなりの規模が入っており、この予算の執行は市民指

導課で、人事的な訓練も同課が行うため、同課と調整しながら行っている。なお、指導員にはブ

カシ署や研修員OB活用も考えている。 
人事配置について、ビンタラから中佐までは警視庁の権限で異動できるが、署長、副署長は

INP本部に人事権がある。それらより下はすべて警視庁の権限（分署長含む）。管轄外に移動す

る場合はINP本部の権限。移動に際しては階級を重点的に考え、同時に組織文化や移動先のキャ

パシティディベロップメントも考えて実施。 
ブカシへの配置も考慮したバランスある人事配置の要望については、なるべくブカシに配置

したいという気持ちもある一方、他の署にも普及したいという考えがあるとの返答。 
専門家より、以前はメトロブカシに研修員OBが４、５人いたが、現在は１人になってしまった。

キーとなる人材が２、３人はほしい、との要望あり。 

- 27 -



出宮警部より、人事配置に意見をすると問題になる場合もあり、人事に関する意見はあくま

で参考意見としてほしい旨先方に表明。 
警視庁からは、プログラムに対する配慮をしないのではなく、キャリアの配慮が必要である

ということについて重ねて説明あり。 
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協議記録 
 
日 時：2007年５月23日 
場 所：INP本部鑑識課 
面談者：Brigjen Pol Drs. Ramli Darwis課長、ほか職員、田中リーダー、関根口専門家、増田専門家 
当 方：調査団（出宮、熊谷、平川） 
 

調査団より、来訪目的、昨日のWGでの確認内容（プログラムの概念とコンポーネント）を説

明。鑑識課は無償資金協力と完全に協力を混同していたため、改めて違いを説明し、次フェーズ

では無償資金協力の話は出ていない旨説明。 
先方より、歴代専門家が大変頼りになった旨言及あり。 
調査団より、今後は供与した機材を有効に活用してもらうことが重要で、よいインストラク

ターを育てているブカシに対し、上部機関であるジャカルタ警視庁から講習の依頼があるなどブ

カシの警察官が活躍している。しかし、こうして上部から直接に依頼があれば成果の普及を上部

機関にも行いやすいが、そうでない場合はなかなか下部から上部に働きかけるということは難し

いであろうという質問に対し、先方よりは、上下関係は関係なく、他州から見学に行かせるなど

している、今後も第１フェーズと同様に、希望のあるところに知識の普及を進める所存、との説

明あり。 
先方からの質問として、導入した機材のアフターサービス、消耗品、故障時の対応について、

誰に連絡したらよいのか教えてほしい、アメリカ製のものと日本製のものを導入したが、日本製

のものがよかったので、今後のために連絡先を知りたい、との要望あり。また、メトロブカシに

比し、県署は機材が入っていない地域もあり、こちらに機材を入れてほしいとの依頼あり。 
先方より、すでに入った機材をいかに活用しているか、消耗品がなくなっていないかなど、

現場運用についての確認を進める予定との説明あり。そこで、うまくいっていない事例があれば

そちらへの支援を期待する。 
鑑識担当者の育成の方法についての質問には、コーチングクリニック（巡回教養）として、

１回３日間、本部から各州に教養を行っており、今年もその計画を立てていることや、刑事学校

の鑑識科目の授業を行っており、また、各州の警察学校には各州の鑑識課が教えている。本部は

基本的には州の警察本部に技術指導をしており、ここに署レベルからの参加もある。各州警察本

部には鑑識センターがあるが、それらの人材がブカシに見学に行くこともある。鑑識の専科を持

つ刑事学校もある。コーチングクリニックやスーパービジョンの予算もついており、予算に応じ

計画を立てている。 
毎年鑑識にかかる調整会議を行っている。鑑識センターの上部に犯罪刑事局がありここの総

会の後、各部署の会議が行われる国家レベルの会議で、各州警察の代表が21人、３日間の理論や

実習を行うもの。ここに日本人専門家にもぜひ入ってほしい。 
調査団からは、各州の鑑識機材に関連する技術支援や調整会議参加については、専門家のブ

カシの現場での活動内容も勘案した上で、専門家とも相談し考えたい旨説明。 
消耗品等の予算は本部直轄か、各州や署の配布予算の中でやりくりするのかとの問いには、

INP本部で予算を持ち、本部鑑識センターで購入の上、現物で各州に渡すとのこと。 
出宮警部より、コーチングクリニックについて、薬物は以前同様に本部が実施していたが、
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現在は州レベルでの実施となったことに触れ、薬物における実施方法と同様か否か、予算の出所

について質問。予算は本部から支出との回答。 
関根専門家よりの、鑑識機材をアメリカ製から日本製に切り替えるということを聞いたが、

これは正式に決定したのか、もしそうなら日本性の機材に対応できる研修をしてから各州に導入

する必要があるとの質問に対し、現場から以前のアメリカ製より日本製が使いやすく品質がよい

との意見があり、その情報がセンター署長に伝わったようだが、正式な話は知らない。アメリカ

はテロ対策支援を現在も行っており、講習もしているが、その関係も何かあるかもしれない。課

長に確認してほしいとの由。 
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協議記録 
 
日 時：2007年５月23日 
場 所：INP本部市民指導課 
面談者：Brigjen Pol.Drs.Sutarso、ほか職員、植松プログラムマネージャー 
当 方：調査団（出宮、熊谷、平川） 

 
調査団より、来訪目的、昨日のWGでの確認内容（プログラムの概念とコンポーネント）を説

明。 
課長より、第２フェーズの目的にある、ブカシの市民警察活動を強化し、他に普及していく

に当たって、インドネシアの文化、現況に即したコミュニティーポリッシングに留意し、両警察

署では状況の違いを踏まえ異なったアプローチをしていくことになるであろう、とのこと。 
調査団より、ポルマス活動の定義について、さまざまな解説は目にしたことはあるが、「定

義」として記載されているものを見たことがないので、定義について質問すると、以下の説明あ

り。 
ポルマス通達737号が生まれる前は、JICA、IOM、アジア財団などがいろいろな概念を導入し

ていた。やり方はいろいろあるのが、通達は定義を統一するためにまとめられた「概念」である。

「ポル」は、警察業務に関連したこと、「マス」は、コミュニティ、つまり、市民とのパートナ

ーシップによって市民の直面している治安関係の問題を解決すること、市民に安心感を与えるこ

と、市民のキャパシティービルディングである。 
ポルマスには２つの側面があり、ひとつは戦略・政策、もう一つは哲学。前者にはポルマス

実施による防犯。どのような現象が市民にあり、いかに市民の協議会で解決できるか、という観

点。コミュニティがわかると問題がわかる、というものである。後者は、警察官の行動を変え、

市民、社会の価値観を尊重する活動を強化し、親切で、市民を尊重する警察のイメージを作るこ

と。これは警察官の行動を変えねばならないが、文化そのものを変えることになるので難しい。

継続的なプロセスを必要とし、2010年まで計画されている。開発計画総局が計画（予算含む）を

立て、ロジスティック総局がロジ面の計画を作成する。犯罪刑事局ほかの部局もポルマスのアプ

ローチを取ることとなっている。 
全国に7000の村があるが、すべての村にポルマス警察官を配置する予定であり、2007年12月

までに25％の村にFKPMを作ることにしている。市民に安心感を与えるのが課題であり、安心感

がアップすれば、生活の質も向上する。安心して仕事ができるようになると、さらに努力がなさ

れるし、それによって福祉も向上することにつながる。 
IOMほかすべての協力機関は737通達に合わせる必要がある。IOMは郡レベルの分署で活動し

ているが、エリアが広く、市民との密接な関係、市民サービスは難しいことである。村レベルに

なると市民のことも理解でき、訪問したり、抱えている問題もわかるようになる。 
ポルマス活動を具現化する具体的手段や方法についての調査団からの質問には以下のとおり

の説明あり。 
ブカシでは市レベルでBKPMを作り市民サービスを行っている。しかし警察官も少なく、ニー

ズがカバーできない。BKPMが署にリンクし分署にリンクがないなど責任系統の問題も今後はっ

きりさせていく必要があるであろう。第２フェーズではより737通達に合わせたものにし、村レ
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ベルでのBKPMを作り強化したい。 
2010年までのポスポル戦略推進のための計画は市民指導課が作成した。 
ブカシでは普及活動を実施し、各州からも見学に来ている。具体的活動、概念の理解と運用

は各州でやっていく。ポルマスについて、中央は方向性を示すだけで、訪問や巡回連絡の実施な

ど、具体的な手段は各州に任している。指導者育成は基本的に中央で行う。たとえば村のポルマ

ス警察官を育成するために、州の警察官を中央で研修、400人の指導員を育成する予定にしてい

る。 
2010年までの計画では、警察大学院大学のポルマス研究開発センターで実施される任務が多

く書かれていたが、センターと市民指導課の関係はどうなっているのかという調査団の質問に対

しては以下の返答。 
737通達の前の計画段階では、政策作りのためのワーキンググループを設置した。IOMの助言

で同センターを作ることにしたが、現時点でIOMと合意ができず経費も入らなくなりセンターは

現在停止状態。JICAがポルマスの協力するのは歓迎であるが、機能や役割分担は見直される可

能性あり。なお、警察大学院大学は、評価・研究が担当で、各種実施は市民指導課がやることに

なると考えられる。ガイドラインとして使っているのは、ワーキンググループで作った５年計画

を基に展開。 
JICAポルマス専門家への要望としては、アジアの先進国の貢献として、ポルマス活動の全国

展開のモデルを作ってほしい。ブカシに、737通達に基づいた、各村の、建物に警察官が住んで

いてオフィスもあり、市民との協議を行い、パートナーシップを築ける、問題解決ができるよう

なことができるとよいと思う。また工業団地でも必要であろう。１人の警察官が一つの村で協議

会を作り、市民と協議できる駐在所のようなものがあるとよい。EUはアチェで支援を実施して

おり、警察のための研修設備を作っている。 
調査団より、日本からのポルマス専門家は警察大学院大学に配属となるが、おそらく市民指

導課とも密接にコンタクトを取っていく必要があると思われると述べたところ、専門家をお待ち

しているので、ぜひコンタクトを取ってほしいとの由であった。 
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協議記録 
 
日 時：2007年５月23日 
場 所：警察大学院大学(PTIK) 
面談者：Irjen Pol. Drs. Djosua PM Sitompul, SH., MH.学長、Edmiady大佐、ほか職員、学生、植松

プログラムマネージャー 
当 方：調査団（出宮、熊谷、平川） 

 
学長より、PTIKはシンガポール警察とも協力関係を持っており、20人の学生をシンガポール

に送っている。旅費はインドネシア側負担で、シンガポールでの滞在費は先方が負担している。

同様の形で先方の学生を受け入れる予定がある。ブルネイともポルマスの関係で交流を考えてい

る。PTIK設立61周年ではじめてこのように多くの学生を送ることができた。日本の警察からも

来訪を歓迎する。お互いの大学の協力Agreementがあるとよいと思う、との発言あり。 
その後、PTIK内の、Centre for Community Policing Study & Development CPSP Polmas PTIKに関

するプレゼンテーションがEdmiady大佐よりあった。 
今後ポルマスを実行するためのいくつかの施策（研究能力向上、インターネットアクセス向

上、図書館充実、コンセプト普及、そのためのジョーク（受け入れやすいメッセージ？）の作成、

など）、今後の展望（ポルマスに関する、INP本部、JICA専門家、シンガポール、IOM専門家に

よる南アの経験を入れたもの、などの講義や、学生によるポルマスに関する研究論文作成、な

ど）についての説明と、JICA専門家受け入れに当たり、執務室、会議室、２人の教官、数人の

職員、学生、を用意して待っている旨の紹介あり。 
引き続き学長より、PTIKには、ポルマスの研究開発、訓練の仕組みの策定などの軽くない責

任があること、これらのためにポルマス専門家と密に協議し、また、活動計画をしっかりと作成

する必要がある旨付言あり。 
引き続き、調査団より、来訪目的、昨日のWGでの確認内容（プログラムの概念とコンポーネ

ント）を説明。特に、PTIKの教学に、ブカシ両署の実践をうまくフィードバックし、ポルマス

活動普及とうまく関連させていくことが必要であること、ポルマス活動に関する日本の協力の強

みとして、理論だけでなくブカシという実践の場を持っており、そこでのよい経験や教訓を生か

していけること、を説明。 
さらに、ポルマス専門家に講義を希望するとのことであるがどのようなことが求められてい

るのか、とりわけ、他の支援団体との関連で日本の講義に期待することは何か、専門家は１人で

あり、自分の持っているバックグランドにより得意分野とそうでないところもあると思われるが、

という当方の質問には、IOM、JICA等、それぞれの特徴をそれぞれに話してもらいたい、どう

いう訓練をすればよいかを作成するのはPTIKで、場所、教官はPTIKが用意する。あと費用が必

要。内容については、専門家が来訪してから本人の得意分野を勘案し本人と詳細を詰めていくこ

とにしたいとの返答。 
PTIKでは１年に160名の大学生が入学し、国民への貢献として、修了後には現場活動に入る。

彼らの食事代その他もろもろの費用は国家負担。現在活動としてポルマスを市民に啓発している

が、学生が市民ではなく州の警察官に教えるとなおよい効果が得られるのではないかと考えてい

るとの由。 
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そのほか、図書所長より、卒論、修論を作っているものの中に、ポルマス活動に関する論文

は51本あって、うち12本は修論である。しかし参考文献が８種しかないので、何か資料にできる

ものの提供、翻訳を求める旨発言があった。 
プロジェクトマネジャーより、警察学は日本では学問として認知されておらず、警察学を学

ぶ大学は日本にない。皆さんの目的に100％マッチするものはないであろう、とのコメント。出

宮警部よりは、デビッド・ベーリーなどの文献はあるとのコメントあり。 
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１－４ 第一次事前評価調査時 M/M 

- 35 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 36 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 37 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 38 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 39 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 40 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 41 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 42 -



インドネシア市民警察活動促進プロジェクト（フェーズ 2） 

第二次事前評価調査に関する対処方針資料 

 

JICA 社会開発部第一グループ ガバナンスチーム 

１.全体方針 

（１）今回実施する事前評価調査は、「市民警察活動促進プロジェクトフェーズ2」（以下、ブカシ

フェーズ2とする）の立ち上げを行うとともに、「インドネシア国家警察改革支援プログラム」

（以下、プログラムとする）全体の方向性・枠組み及びプログラムを構成する案件についての

活動内容・位置づけについて、「イ」側と協議を行い、基本合意を得ることを目的とする。 

 

（２）上記のとおり、今回はプログラムについての議論を行うこともあり、「イ」側との協議を円滑

に進めるために今次調査は2回に分けて現地調査を行うこととする。 

＊第一次調査（5月中旬） 

今次調査の進め方及び協力内容についての日本側第一次案についての説明、「イ」側関係機関

との意見交換、関連情報収集 

＊第二次調査（6月中・下旬：6月 18日の週） 

プログラムの基本枠組み及びブカシフェーズ 2 についての協力枠組み基本合意（プロジェク

ト・ドキュメント案、R/D案の合意） 

 

2.調査団員構成及び調査日程 

（１）第一次調査（実施済み） 

（ア）警察協力立案 出宮 良平 警察庁長官官房国際課 警部 

（イ）協力計画  熊谷 晃子 JICA社会開発部第一G ガバナンスチーム長 

（ウ）評価分析  平川 貴章 インテムコンサルティング株式会社 

＊平成19年 5月 21日（月）～24日（木） 

 

（２）第二次調査 

（ア）団長  岡﨑 有二 JICA社会開発部 部長 

（イ）警察協力立案1 竹内 直人 警察大学校国際警察センター所長 

（ウ）警察協力立案2 出宮 良平 警察庁長官官房国際課 警部 

（ウ）協力計画  岩間 創 JICA社会開発部第一G ガバナンスチーム 

（エ）評価分析  平川 貴章 インテムコンサルティング株式会社 

＊平成19年 6月 17日（日）～28日（木）（付属資料２－２） 

 

3.第二次調査 現地協議方針案 

（１）協力枠組みについて、「イ」側との間で協議・説明を行い、先方との合意形成を図り、その内

容を協議議事録（M/M）にまとめた上で署名を行う。合意形成を図るための文書は以下のとおり。 

＊国家警察改革支援プログラム案説明資料及び概念図 

＊（ブカシフェーズ2の）プロジェクト・ドキュメント及びPDM 

＊R/D案 

 

（２）第二次事前評価調査以降のスケジュールについて確認する。特にブカシフェーズ2関連で今

２．第二次事前評価調査関連資料 

２－１ 対処方針会議資料 
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後派遣が予定されている長期専門家に係る手続きについてはインドネシア側関係部署に再確認

を行う。 

 

（３）現地日本側関係者とブカシフェーズ2のプロジェクト運営管理上確認すべき諸点について、

適宜、協議を行う。（フェーズ2立ち上げに向けての詳細活動計画策定など） 

 

4.本日会議での議論のポイント 

（１）上記3．（1）の各文書について日本側関係者間で最終的なコンセンサスをとる。本会議で確

認が取れ次第、各文書についてインドネシア事務所を通じ、インドネシア側に事前に送付する

（18日の週の前半にインドネシア側に提示することを目指す）。 

 

（２）現地調査に関連し、現地日程の確認、留意事項の洗い出し等を行う。 

 

5.第一次現地調査以降のスケジュール 

6月 14日  第二次事前評価調査対処方針会議（R/D案、プロドク案の検討） 

6月 18-28日  第二次事前評価調査 

7月上旬   現地調査帰国報告会 

7月 10or17日  理事会説明 

7月下旬   R/D署名 

 

以 上 
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総括 警察協力立案１ 警察協力立案２ 協力計画 評価分析 宿泊

1 6月17日 日 成田発　→　ジャカルタ着 ジャカルタ

2 6月18日 月 ジャカルタ

3 6月19日 火 　 ジャカルタ

4 6月20日 水 　 ジャカルタ

5 6月21日 木 ジャカルタ

6 6月22日 金 ジャカルタ

7 6月23日 土 ジャカルタ

8 6月24日 日 成田発　→　ジャカルタ着 ジャカルタ

9 6月25日 月 ジャカルタ

10 6月26日 火

8:30 ブカシ県署訪問
10:30 メトロブカシ署訪問
14:30 ジャカルタ警視総監
と打ち合わせ

団長に同じ
15:30 警察大学院大学長と
打ち合わせ
ジャカルタ発

ジャカルタ

11 6月27日 水

9:00 M/M署名
10:00 INP副長官報告
13:30 大使館報告
15:00 JICA事務所報告
ジャカルタ発

成田着 ジャカルタ

12 6月28日 木 成田着 機中泊

＜案件名：インドネシア市民警察活動促進プロジェクトフェーズ2第二次事前評価調査＞

日付

成田発　→　ジャカルタ着

情報収集・ヒアリング
・資料作成

団長に同じ

団長に同じ

8:00 日本側関係者（大使館、JICA事務所、専門家）との協議
10:00 ワーキンググループと協議
13:00 計画開発担当次長と打ち合わせ
14:00 人事担当次長と打ち合わせ
15:00 オペレーション担当次長と打ち合わせ

資料作成
18:30 団内打ち合わせ

19:30 調査団とプロジェクト関係者食事会

団長に同じ
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協議記録 
 
日時：2007年６月25日 
場所：インドネシア国家警察本部 
面談者：Drs. Hendy 人事担当次長総局キャリア開発部長 
当方：調査団、植松プロマネ、聖成書記官、舘山所員 
 
面談内容： 

調査団より、今次調査団の目的、JICA協力プログラムについての概要について説明した。 
先方からは、フェーズ１における成果、インパクトが出てきており、フェーズ２でも同様に良

いインパクトが生まれることを期待しているとの言及があった。 
先方より、以下の通り発言があった。 

＊ 人材育成に関連し、現在INPにおける人材育成については、Structure, Institution, Cultureの３つ

の柱で進めている。 
＊ フェーズ１でブカシにおいて開発されたモデルをフェーズ２では範囲を広げていく（ブカシ

での改善成果を他の地域にも広げてほしい）ということを検討していただきたい。 
これに対し、植松プロマネより、今後、ご指摘の全国普及に関しては、PTIKに専門家を派遣す

る予定であり、また人材育成に関係する点でもあり、人事担当次長総局、教育訓練総局とも連携

を深めていきたい、ブカシの経験を全国に普及していくためのインドネシア国内での研修の実施

が重要と考えており、その具体化の際には是非とも協議をさせていただきたい旨回答した。 
先方からは、前もって連絡いただければ、担当者と任命し、きちんと対応したい、今後とも当

方（人事担当次長総局）と密接に連絡を取っていただきたいと言及があった。 
 

以  上 

２－３ 協議・ヒアリング記録 
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協議記録 
 
日時：2007年６月25日 
場所：インドネシア国家警察本部 
面談者：Drs. Snarnoオペレーション担当次長 
当方：調査団、植松プロマネ、田中リーダー、聖成書記官、舘山所員 
 
面談内容： 

調査団）（岡﨑団長より、今次調査団の目的、JICA協力プログラムについての概要について説

明した。 
先方からは、これまで５年間の協力の成果について評価している、特に日本からの支援につい

てはPOLMAS政策の推進に当たり、警察自身の能力向上に力点を置いている点を高く評価してい

る、との発言があった。 
また先方より、以下の点について言及があった。 

＊ フェーズ２の実施に当たっては、より下位の領域、つまり村レベルも対象に入れて協力を進

めてほしい、POLMAS737通達においてはPOLMAS警察官（≒駐在官）の重要性を謳っており、

是非ともその活用について検討していただきたい。 
＊ さらにPOLMAS警察官だけでなく、POLMAS推進に当たってはすべての部署がそれぞれ責任

を持って任務に当たらなければならない。 
＊ コミュニティとは地域的な単位だけではなく、同じ意識（利益共有）を持っている集団にも

該当する、POLMAS遂行に当たってはこうした点にも配慮する必要がある。 
 
 

以  上 

- 47 -



協議記録 
 
日時：2007年６月26日 
場所：ブカシ県警察署 
面談者：Drs. プルワディ ブカシ県警察署長 
当方：調査団、植松プロマネ、田中リーダー 
 
面談内容： 

署長より、概ね以下の諸点について発言があった。 
＊ フェーズ２に向け、人員はいずれ変わっていくので、システム作りを進めていきたい、一方、

活動の結果として個々の人員の能力向上につながっており、このこともまた非常に重要であ

る。 
＊ 目に見える効果としては、たとえば最近知事選挙があったが治安の維持について問題なく行

われたことにより地元からも高く評価されている、ちなみにブカシ地域は地元からの補助金

の金額が全国で３番目である。 
＊ （コミュニティの捉え方についての質問に対し）駐在所については村落レベルと工業団地な

どの職能集団を単位としたものの２つのモデルを考えている。 
＊ （村落での勤務についてどのようにモチベーションをあげるのかという質問に対し）基本的

にその地域出身の人物を割り当てる、コミュニティをよく知っているという利点もある、た

だしご指摘のとおりモティベーションについては難しい課題として当方も認識している。 
 

以  上 
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協議記録 
 
日時：2007年６月26日 
場所：メトロブカシ警察署 
面談者：メトロブカシ警察署長 
当方：調査団、植松プロマネ、田中リーダー 
 
面談内容： 
 署長より、概ね以下の諸点について発言があった。 
＊ （駐在所の位置づけについての質問に対し）メトロブカシにおいては基本的に駐在所の設置

についてあまり考えていない。 
＊ （他の司法セクターとの関係についての質問に対し）検察と裁判所と警察署でCriminal Justice 

Systemが構成されており、事件に関する協議のほか、１ヶ月に１回ほど関係三者が集まり定

例会を開催している。また地方の幹部協議会として行政首長、警察、裁判所、検察、軍の代

表が顔をそろえる場もある。こうした協議の場は村落レベルでも実施されている。 
＊ （他ドナーの活動についての質問に対し）同地域では基本的に日本以外のドナーとの協力関

係はない。ただ他ドナーが主催するセミナー等へ関係者（分署長、POLMAS警察官など）が

出席することはある。 
 

以  上 
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平成１９年５月２２日 

安齋俊哉 調整員 

 

警察ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ第５１回ＷＧ定例会議議事録 

 

日 時 平成19年6月25日（火） 10:00－12:30 

場 所 家族計画センター会議室 

出席者 

 

 

 

 

・ＷＧメンバー（19名） 

・植松プログラムマネージャー             ・聖成書記官 

・田中リーダー           

・関根、谷口専門家 

・フェーズ２事前評価調査団（岡﨑部長、竹内所長、出宮係長、岩間職

員、平川コンサルタント） 

・舘山所員 

・調整員                     

・Anggi（書記）  

・Bappenas Sitorusアドバイザー （同行1名）      計34名 

討議内容 【Sutarno座長挨拶】 

・今回は本年7月に終了するフェーズ１に続くフェーズ２に向かう議論の場

と思料。これまでの成果として、技術協力と無償資金協力が実施されて

いる。フェーズ２については、既に事前調査も実施されている。プログ

ラム・フェーズ２の構成要素は、ブカシプロジェクト、バリプロジェク

ト、国別特設研修、個別専門家など全てBAPPENASに正式要請としてブ

ルーブックにも記載されており、それに基づくものと思料。 

【植松プロマネ】 

・調査団紹介 

【岡﨑団長】 

・WG-52開催に感謝 

・BAPPENASのブルーブックへの掲載に感謝。 

・ブカシプロジェクトのフェーズ２に関し、今回M/Mが署名されれば、8/1

から間断なくフェーズ１から2へ移行できる。 

・現在の支援はPOLMASに沿ったものと理解しているし、1999年の警察改

革の三本柱に寄与するものと思料。 

・同フェーズ２については、分署の強化、通信指令、鑑識能力の強化等を

目途とした現場警察活動の強化と、市民とのパートナーシップ醸成のた

めの活動を中心とした支援を継続、強化、発展させていくことである。 

・「イ」警察改革支援プログラムの概要と各コンポーネントの関係を、プ

ログラム概念図を用い説明。 

・ブカシプロジェクトに対する協力として、JKT警視庁に協力を（今まで以
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上に）求めていきたいと考えている。また、PTIK/POLMAS振興センター

との連携も必要となっており、プログラムの調整により進めていきた

い。 

・JKT警視庁下の警察署、分署、POSPOL/BKPMにおいて、「イ」警察本部

の調整のもとに、市民警察が実現されることがフェーズ２の目標であ

る。 

【竹内所長】 

・自己紹介 

【SITORUS Bappenasアドバイザー】 

・日本による警察協力が開始されてから、大使館は櫻澤-後藤－聖成書記官

と変わり、プロマネは山﨑氏から植松氏に変わった。JICAとの関係では

2002年当時は担当部署がSEKJEN（官房長）だったが、今は予算開発計画

担当次長になった。出宮団員や安齋調整員が当時を知る者である。

「イ」側ではPuruwadiブカシ警察署長も、当時は旧ブカシ警察署（分割

前）の副署長だった。こうした過去の経緯を知るものが協力しているこ

とが大事だと思料。田中（元）長官もブカシを訪れたことがあるが、こ

うした点も大事にしたい点である。 

・ CGI 解散後は、全ての協力はバイラテラルとなるが、他ドナー

（ ICITAP,IOMなど）に比べ、日本は規模、期間が大きいものである。こ

れまでのCGIを通じたもの、二国間のものであっても、非常に適切な支援

であり、感謝すべきものである（会場拍手）。 

・BAPPENASとしてはブルーブック、グリーンブックへと続く一連の手続

きを、十分な議論のもとに進めてほしいと考えている。そのためにも予

算や投入がある程度確定することが望まれる。 

【聖成書記官】 

・自己紹介 

・日本の支援の中で、警察協力は非常に重要なものと言える。大使も既に

ブカシを訪問され、「感銘を受けた。是非、継続支援すべきもの」と高

い評価と感想を述べられていることを御報告する。 

【調査団からの趣旨説明等：岩間職員】 

・M/Mの構成や内容説明 

①ブカシプロジェクトに関するM/Mで、27日に署名したい。 

②フェーズ2の基本的枠組みを共有することが本調査団の目的。 

③R/D署名は7月中～下旬を目標にしており、JICA事務所長と INP間で行

う予定。 

④プロジェクト実施体制として、プロジェクトダイレクターは予算開発

計画担当次長、副ダイレクターにJKT警視総監、プロジェクトマネ―ジ

ャーに両ブカシ署長、プロジェクトリーダーは日本人専門家（リーダ

ー）で形成したい。 

⑤PDM、POに関し、プロジェクト目標、成果、活動等は、実際の活動を
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進める上で、共通認識を得るためのツールと考えていただきたい。 

⑥「イ」側の負担事項として、供与した資機材のメンテナンス費用を上

げている。 

⑦事前評価５項目に関するサマリーを説明。特に、妥当性においては、

「イ」国家開発計画との合致、POLMAS通達との合致、日本の対イン

ドネシア援助計画との合致、また、JICA対インドネシア事業実施計画

の中で重要としていることから、妥当性は高いとしている。 

【Sunaruno座長】 

・事前に資料が配布されているので、それに基づいて質疑応答を始めるこ

ととしたい。 

【メトロブカシ警察署長】 

・フェーズ2に入ることを喜ぶものである。フェーズ１の成功をもっての継

続は重要なことである。 

・警察署のみならず、分署、POSPOL/BKPMへの支援が望まれる。特に

BKPMの追加設置は是非お願いしたい。 

・鑑識の分署レベルでの展開は大いに期待したい。 

・分署以下のレベルでの人材（少尉まで）育成は喫緊の課題である。 

・人材（能力、人数）問題や、維持管理経費、研修費用等改善すべき点も

あり、これは多分に「イ」側内部の問題であるが、何とか配慮願いた

い。 

【岡﨑団長】 

・継続性は重要。人材育成はその仕組みを考えることが重要。ツールとし

てのBKPM等の機材については予算的にも厳しいが調達していくことになる

だろう。 

【Sunaruno座長】 

・人材については、「イ」側の課題である。JKT警視庁人事部には既に指示

してる通り、JKT警視庁で調整手配していくべきものである。 

・JKT警視庁計画部については、オペレーションに関する注意を払うよう求

めたい。 

【「イ」警察鑑識課係長】 

・市民警察に関する調査はしたか？ BKPMは幾つか？ 行政と警察とのハ

ーモニーが必要、無償で配布した鑑識機材の使用方法が解らないと報告

を受けている。教本とVCDだけでは不足と思われる。 

【岡﨑団長】 

・ブカシプロジェクトで既に外に広げる努力をしているので、ブカシで研

修していただきたい。 

・フェーズ２でも行政、市民と警察とのシネルジーは重要なポイントと考

えている。 

・BKPMは無償、技協合わせて１４箇所に設置した。 

【メトロブカシ署長】 
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・市民に対する「警察に関する」調査は第三者機関（Nielsen）によって実

施されている。報告はWGで適宜実施されている。 

・メトロブカシ署では5分署不足、24POSPOL不足の中で、BKPMの追加に

期待するところである。BKPMに寄る【警察活動は成功している。 

【Sunaruno座長】 

・資機材の取扱に関しては、鑑識課が全国の鑑識係員をブカシに招聘して

研修するべきであろう。 

【ブカシ県警察署長】 

・フェーズ２ではショーシャリゼーションの時期に入っていくと思うが、

その時期に人材育成に重点が置かれるのは大変喜ばしい。システムを改

善しても、最終的に現場の人材の能力が問題となり、今回、分署レベル

での強化が盛り込まれたのは非常に重要な点である。 

・BKPMの継続強化も必要となっているが、ブカシ県の地域特性から、駐在

所的アプローチも必要と考えている。 

・鑑識、BKPM、通信も大分改善、向上したが、これは内部の話である。外

部に向けたものとしては、県知事選挙が無事に終了したことに、プロジ

ェクトの成果を見ることができると思う。市民と行政と警察の連携がう

まくいった事例として、全国から視察団が訪れている。 

【市民指導部次席】 

・JICAのプロジェクトは非常に良い。POLMAS７３７通達の2006－2010年

活動計画に従い、プロジェクトも実施されることが重要である。 

・BKPMは「イ」警察の組織上にない。今のところ市民とのパートナーシッ

プ醸成のためのツールであると言える。 

・2010年には7万村に一人の警察官配置を目指しており、2007年度には25％

達成したいと考えている。 

【メトロブカシ署長】 

・FKPMツール≠BKPM建物。BKPMはPOSPOLと同じ並びと考えており、ブ

カシではPOSPOLが既にBKPMと同じ活動をしている。理解がひっくり返

ることもあるので、この点は「イ」警察本部で議論していただきたい。 

【Sunaruno座長】 

・市民指導部で議論するように求む。 

【JKT警視庁計画部（代理）】 

・ブカシへの協力だけで十分であろうか？ JKT警視庁の１０％でもカバー

できないか？ 

・BKPMの位置付けはPOSPOLと同じか？ 

・維持管理費や人材確保の問題は伝統的な問題であるが、勿論良い事では

ないのは承知。関係機関の協力の下に解決していきたい。 

【Suinarno座長】 

・これは「イ」警察－日本の協力である。ブカシに集中するだけでも大変

な費用と労力がかかっている。この点は「イ」警察本部で合意している
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ことである。 

・BKPM＝POSPOLと思うが、関係機関で議論をした後に正式決定されるべ

きであろう。 

・本日はPTIK（警察大学院大学）の出席がないようであるが、彼らとの協

議も必要である。 

・R/D案については、数点調整が必要となると思うが、調整は可能か？ 

【岩間職員】 

・R/D案については、今回のM/Mの添付資料に過ぎないので、今後、JICA

事務所を通じ内容を固めていく作業をしていきたい。 

【岡﨑団長挨拶】 

・良いフェーズ２が開始できる予感を得ました。大きな仕事であるが、頑

張ってやっていきたい。人と組織と社会が変わるようなコンセプトにそ

った、「キャパシティーデイベロップメント」をやっていきたい。ＪＩ

ＣＡも新しくなっていくので、「イ」警察も大きく変化していただくこ

とを願うものである。 

【Sunaruno座長挨拶】 

・フェーズ2が始まる。グランドステラテジーとのシンクロがあると非常に

良いものとなろう。JICAの支援に感謝する。 

・今調査団は官団員は数日の滞在であるが、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄは各種調査のため残留

する。6月下旬にブカシプロジェクトのフェーズ２に関する協議を行う為

に第2次事前評価調査団を送る予定。7月末までにどうプロジェクトのＲ

／Ｄを締結したい。 

①バリプロジェクトについては、小規模案件である故、「イ」警察とＪ

ＩＣＡインドネシア事務所間の調整によりＲ／Ｄを5月中に締結したい

と考えている。 

②我国の「イ」警察に対する改革支援プログラムのフェーズ２について

は、概念図の通り、「イ」警察の要請したコンポーネントは全て網羅

している。ここのプロジェクトの詳細については、今後の議論が必

要。 

③プログラムの目標として、「インドネシア各地の警察署と警察官によ

りそれぞれの地域特性に応じた、適切な市民警察活動が展開されるた

めの実効性のある仕組み・体制が確立する」を提案している。 

所 感 ・コンパクトに行われたWGであった。 

・事前準備の「イ」語資料配布と、Sunaruno座長への事前概況説明が功を

そうしたといえる。前回調査団から間が空いていなかったのも良かった

と思われた。しかし、何より秀逸だった点は、両ブカシ署長がプロジェ

クトを十分に理解し、フェーズ２に対してもビジョンを持っていたこと

であろう。 

・本部鑑識課の係長には失望したが、人事異動が速い、多い中、専門家が

- 54 -



人間関係を構築し、プロジェクトや活動を理解させ、協力を得るまでに

は時間がかかるという典型的な例となった。本人に悪気はないが、経緯

を知らないので、果たしてピント外れな意見/質問をしてしまう・・・関

係機関内の周知徹底はプロジェクト/プログラムにとっても重要な点でも

あり、今後、どのように進めるのが良いか考えていかなければならな

い。 

・事前配布した「イ」語資料は、翻訳者が多年に渡りプログラム/プロジェ

クト通訳を務めてきた方であり、適切な訳がなされていたし、「イ」警

察にも信頼を得ていたため、スムーズに調査団説明ができたと思われ

た。 

会議資料 ・出席者リスト 

・調査団説明資料（プログラム概念図等） 

 

- 55 -



協議記録 
 
日時：2007年６月27日 
場所：インドネシア国家警察本部 
面談者：Drs. Paomanegaraインドネシア国家警察副長官、Drs. Snarno計画開発部長、Drs. Hendyキ
ャリアガイダンス部長、Drs. Hendrawan市民指導部長他 
当方：調査団（竹内団員除く）、植松プロマネ、聖成書記官、舘山所員 
 
面談内容： 

調査団（岡﨑団長）より、今回は８月１日に開始を予定しているフェーズ２についての協力

枠組みについて基本合意を得ることを目的に来訪した、実質２日間という短い期間であったが、

多くの関係者と意見交換することができ、先ほどミニッツに署名することができ感謝している、

今後、ブカシ、バリ、PTIK等プログラムとして支援をしていく所存であり、今後とも協力をお

願いしたい、と述べた。 
これに対し、副長官からは、以下のとおり、返答があった。 

＊ 今次調査団の報告を頂き感謝している。 
＊ 言及のあったように、ブカシ、バリ、PTIK等シナジーが重要であるという認識。 
＊ 737通達を通じて、POLMASの組織化を進めており、予算についても、分署レベルまで下ろ

している。 
＊ INPとしてもフェーズ２の立ち上げ、およびその実施について全力で支援していきたい。 

植松プロマネより、この場を借りて、日々現場で活動している専門家に対する暖かいご配慮

について感謝の意を表したい、また両ブカシ所長と日々相談しながら業務を行っているが、意欲

的なイニシアティブに感銘を受けている、インドネシア流の市民警察化推進に向け、引き続き専

門家一同尽力していきたい、と言及があった。 
これに対し、副長官からは、日本警察の経験を活用し、インドネシアにあった形で市民警察

活動を全国に普及させていきたいと発言があった。 
人事担当次長部局代表からは、先日調査団にはブカシで開発されたモデルの経験を他の地域

に普及させていくことを検討してほしい旨の意見交換を行ったとの言及があった。 
岡﨑団長からは、ブカシという現場で実際に行っていることを見てもらうような場の設定に

ついてフェーズ２では考えていきたい旨返答した。 
 

なお、冒頭副長官より、７月１日はINP設立記念日であるが、この記念日にあわせてINP幹部

が各地に出向きPOLMAS普及に努めている、以前は中央に集めていたが、今は中央から地方に

出向くように変わってきているとの話があった。 
 

以  上 
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２－４ 第二次事前評価調査時 M/M 
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

担当部署：社会開発部第一グループガバナンス・チーム 

１．案件名：  

（和文）インドネシア国 「市民警察活動促進プロジェクト（フェーズ2）」 

（英文）The Project on Enhancement of Civilian Police Activities (Phase 2) 
２．協力概要 

（１）プロジェクト目標と成果を中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、メトロブカシ警察署およびブカシ県警察署（以下、「両ブカシ警察

署」）を拠点として、①両ブカシ警察署幹部（特に分署長）の業務管理能力の向上、②現場で

の警察活動の機能改善、③地域住民や地方行政機関との良好な関係の構築、および④警察活

動に関連した研修体制の整備を進めることにより、市民から信頼されるための「市民警察活

動」の定着を目指す協力である。 

 

（２）協力期間 

2007年８月１日～2012年７月31日（５年間） 

 

（３）協力総額（日本側） 

約7.8億円 

 

（４）協力相手先機関 

インドネシア国家警察本部、ジャカルタ警視庁、両ブカシ警察署 

 

（５）国内協力機関 

警察庁 

 

（６）裨益対象者及び規模、等 

両ブカシ警察署で勤務する警察署員 約2,800人 
３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

インドネシア国の治安維持は、これまで30年余りにわたって国軍が担ってきたが、2000年

８月の国民協議会の決定により、警察軍が国軍から分離独立し、大統領直轄の国家警察へと

移行した。分離独立後の国家警察にとって、国内治安を維持するとともに国内で多発する一

般犯罪に対応して市民の安全を確保し、市民に信頼される市民警察としてのサービスを提供

することが大きな課題となっている。 

現在、インドネシア国家警察では、市民の要望に対して迅速かつ誠実に対応し、市民から

の基本的信頼を得ることを目指した「市民警察」の導入を進めている。我が国は2002年８月

より５年間の協力で、前ブカシ警察署（現メトロブカシ警察署）1を拠点とし、組織運営（交

番活動）、現場鑑識、通信指令といった分野を対象とする人材育成支援として「市民警察活動

促進プロジェクト」（以下、便宜的に「フェーズ１」と記す）を実施してきた。フェーズ１に

                                                        
1 2004 年 10 月に前ブカシ警察署がメトロブカシ警察署およびブカシ県警察署に分割された。 

３．事前評価調査表 
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おける成果としては、まず組織運営（交番活動）面としてシフト制による「24時間勤務」、

「受け持ち区域」体制がつくられ、住民の要望を聞くとともに防犯上のアドバイスなどをす

る「巡回連絡」が行われるようになり、そうした現場レベルでの市民警察活動の拠点として

「BKPM（警察・市民パートナーシップ・センター）」が設置された。現場鑑識においては専

門家からの実地訓練や本邦研修等を通じ、鑑識係員の技術能力向上が進んだ。鑑識係員は指

導者としても成長しており、既に他の部署に対する技術指導に当たっているものもいる。通

信指令については、シミュレーション教育訓練や実践的実地教育訓練が行われ、無線を有効

かつ効果的に活用することにより、初動捜査に関する報告・連絡・指示および両ブカシ警察

署各部門間の連絡を効率的に行うための仕組みづくりが行われている。 

このようにフェーズ１において各活動が試行され、一定の成果が発現しているが、両ブカ

シ警察署が引き続き市民警察活動推進における「モデル警察署」となるためには、引き続き

両ブカシ警察署の全体としての能力向上を図るとともにその経験や成功事例を抽出し、研修

体制の整備・改善を進めていく必要がある（今後の課題については下記７参照のこと）。本

プロジェクトの構成としては、「モデル警察署」としての能力向上を目指す部分（成果１～

３）と、その経験や成功事例を抽出し、全国レベルでの研修体制へつないでいくことを目指

す部分（成果４）に分けることができる。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置付け 

インドネシア政府が策定した「2004-2009年度国家中期開発計画」において、「治安・秩序

の向上と犯罪対策」を推進していくこととしている。この中には10の開発プログラムが設定

されており、特に「警察人材開発プログラム」では、国家警察人材の育成および国家警察の

能力開発が掲げられ、プロフェッショナルな警察組織を構築するために、質・量ともに十分

な 人 材 の 開 発 を 目 指 し て い る 。 ま た 、 イ ン ド ネ シ ア 国 家 警 察 長 官 決 定 通 達

（SKEP/737/X/2005）として「インドネシア国家警察の責務遂行におけるPOLMAS 2 モデルの

運用に関する政策および戦略」（以下、「POLMAS通達」）が策定され、警察官と地域社会とのパ

ートナーシップの構築および地域社会の中で起こる様々な社会的問題の解決を進めていくこ

ととしている。 

 

（３）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置

付け） 

外務省の「対インドネシア国別援助計画（2004年11月）」では、３つの重点分野の一つに

「民主的で公正な社会造り」を掲げており、その中の「ガバナンス改革」で示されている

「警察改革」については、より積極的な支援を行う旨示されている。また、平成18年度版

JICA国別事業実施計画には、８つのプログラムが明記されており、そのうち本プロジェクト

は「ガバナンス改革支援プログラム」に位置づけられている。 
４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

                                                                                                                                                                                   
2 POLMAS とは、「インドネシア版市民警察活動」といった意であり、本通達によれば地域社会の安全と秩序および

その住民の生活の平穏を脅かすそれぞれの社会的問題を解決する過程において警察と地域住民との間で対等なパー

トナーシップを構築することにより、犯罪そのものを減らすとともに犯罪への不安感を軽減させ、地域住民の生活

の質の向上を目指した警察活動を指している。 

- 88 -



（１）協力の目標 

①協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

【プロジェクト目標】 

モデル警察署である両ブカシ警察署において、市民から基本的信頼を得るための市民警察

活動が強化される。 

【指標】 

ブカシ住民および地方行政機関による両ブカシ警察署の警察活動に対する評価、市民警察

活動に対する両ブカシ警察署員の意識の変化。 

②協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値。 

【上位目標】 

インドネシア各地の警察署と警察署員により、それぞれの地域特性に応じた適切な市民警

察活動が展開されるための実効力のある仕組み・体制が確立される。 

【指標】 

市民警察活動に関する適切な施策の進捗状況。 

（２）成果（アウトプット）と活動 

①【成果１】 

両ブカシ警察署幹部の業務管理能力が向上する。 

【成果１の指標】 

市民警察活動に向けた各種取組みの進度、適切な人員配置の進捗状況。 

【活動１】 

分署の適切な業務管理方法の策定、BKPMなどでの適切な警察活動規準の策定、両ブカシ警

察署幹部を対象とした業務管理方法に係る教育訓練の実施。 

②【成果２】 

両ブカシ警察署において、市民警察化に向けた現場（BKPMなど）での警察活動の機能が改

善される。 

【成果２の指標】 

現場鑑識臨場数および対照可能な指紋採取ができた件数、鑑識係員による高度な現場鑑識

技術の習得およびその活用度、制服警察官による現場保存の技術レベル、BKPMなどでの巡

回連絡活動や相談受理などを含む各種取扱いの実施回数、両ブカシ警察署管内における無

線連絡の頻度およびその内容（特に重大事件）、現場で勤務する署員を対象にした教育訓練

の実施回数。 

【活動２】 

BKPM、分署、警察署および州警察本部間の報告連絡体制の確立、警察活動にかかる各種教

材・資料の作成・改定、教育訓練の実施、各種警察活動に係るモニタリングの実施、警察

無線機器の維持・管理体制の確立。 

③【成果３】 

地域住民や地方行政機関との良好な関係（パートナーシップ）が構築される。 

                                                                                                                                                                                   
3 インドネシア国家警察が「POLMAS 通達」として制定した政策に沿い、市民警察活動を実践するために、我が国

の協力経験および日本警察の知見を十分踏まえた包括的な支援を JICA 協力プログラム「インドネシア国家警察改

革支援プログラム」を通じて実施している。当該プログラム内には、「市民警察活動促進プロジェクト（フェーズ

2）」、「国家警察長官アドバイザー」、「POLMAS 活動強化専門家」、「バリ島、安心なまちづくりプロジェクト」お

よび「国別特設研修：警察行政セミナー」が含まれている。 
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【成果３の指標】 

広報・啓発活動の実施回数、FKPM(警察・市民パートナーシップフォーラム)会合、参加型

セミナー、ワークショップなどの実施回数。 

【活動３】 

広報、参加型セミナーなどを含む情報発信に係る活動の実施、FKPM会合などを介した地域

防犯団体との協議の実施。 

④【成果４】 

プログラム内の連携を図り、市民警察化に向けた警察活動に関連した研修体制が整備・改

善される。 

【成果４の指標】 

研修参加者による研修内容の評価、技術指導者の活用度。 

【活動４】 

警察活動に関する研修計画の策定、研修教材・資料の作成、研修指導者の育成・活用。 

（３）投入（インプット） 

①日本側（総額約7.8億円） 

１）長期専門家：プロジェクト・リーダー/組織運営、現場警察活動、現場鑑識、業務調整 

２）短期専門家：総合現場鑑識（指紋、写真、検視など）、無線通信網整備、地域防犯など 

３）本邦研修：組織運営、現場警察活動、現場鑑識など 

４）機材供与：教育・訓練用教室資機材、通信指令関連資機材、鑑識資機材、現場警察活動

に必要な資機材など 

５）在外事業強化費：世論調査費用、現地セミナーの開催、マニュアル作成など 

②インドネシア国側 

１）カウンターパートの人材配置 

プロジェクト・ディレクター（インドネシア国家警察本部 計画開発担当次長） 

副プロジェクト・ディレクター（ジャカルタ警視庁 副総監） 

プロジェクト・マネージャー（メトロブカシ警察署 署長、ブカシ県警察署 署長） 

各分野におけるカウンターパート 

２）プロジェクト実施に必要な執務室および施設設備の提供 

３）その他 

運営・経常費用、電気、水道などの運用費、プロジェクト実施に必要な資機材 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

１）前提条件 

・インドネシア国政府から警察改革に対する理解・協力が得られる。 

２）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・プロジェクトで習得した各署員の知識や技術が、両ブカシ警察署内で受け継がれる。 

３）上位目標達成のための外部条件 

・JICA協力プログラム「インドネシア国家警察改革支援プログラム3」が適切に機能する。 

・インドネシア国家警察およびジャカルタ警視庁が、本プロジェクトの成果を活用して市民

警察活動に係る施策を策定する。 

４）上位目標を継続するための外部条件 

・インドネシア国家警察の市民警察化に係る政策・方針が大幅に変更されない。 
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５．評価５項目による評価結果 

（１）妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

・上記３の「（2）相手国政府国家政策上の位置付け」で記載しているとおり、「2004-2009年

度国家中期開発計画」内の「警察人材開発プログラム」において、国家警察人材の育成お

よび国家警察の能力開発が掲げられ、プロフェッショナルな警察組織を構築することを目

指している。また、「POLMAS通達」では、地域社会の安全と秩序およびその住民の生活の平

穏を脅かすそれぞれの社会的問題を解決する過程において、警察官と地域住民との間で対

等なパートナーシップを構築することにより、犯罪そのものを減らすとともに、犯罪への

不安感を軽減させることが重要であると謳っている。本プロジェクトは、当該開発計画お

よび通達が示す方向性、ニーズとの整合性がある。 

・上記３の「（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け」で説明し

ているとおり、本プロジェクトが目指すべき方向性は、外務省の「対インドネシア国別援

助計画」および「JICA国別事業実施計画」の内容とも合致している。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトは、以下の理由から高い有効性が見込まれる。 

・複数の成果により相乗効果を生むことがプロジェクト目標であり、それを達成するため

に、①「両ブカシ警察署幹部の業務管理能力の向上（成果１）」、②「市民警察化に向けた

現場警察活動の機能改善（成果２）」、③「地域住民や地方行政機関との良好な関係の構築

（成果３）」および④「警察活動に関連した研修体制の整備・改善（成果４）」の４つの成

果項目が設定されている。①および②に関しては、両ブカシ警察署内の人材にかかる能力

開発であり、③に関しては、両ブカシ警察署の外側にも目を向け、ブカシ地域社会とのパ

ートナーシップの構築を目指したものである。このように、両ブカシ警察署内およびブカ

シ地域社会に対して両側面から協力を推し進めていくことにより、インドネシア全国の

「モデル警察署」として役割を果たすことが期待される。 

・また、④では、上記①から③で得られた「モデル警察署」での経験や成功事例などを他地

域で勤務する警察関係者と共有できるように、両ブカシ警察署内で研修体制を整備する。

このように、各成果が達成されることにより、その相乗効果としてプロジェクト目標であ

る「モデル警察署である両ブカシ警察署での市民警察活動の強化」が達成されるデザイン

となっている。したがって、成果①から④を効果的に組み合わせることにより、協力期間

終了時にプロジェクト目標が達成される見込みは高い。 

 

（３）効率性 

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

・現在実施されているフェーズ１では、市民警察活動の基礎を築き上げてきたため、そこで

培われた多くの経験や教訓を有効に活用するとともに、育成された人材や各分野で開発さ

れた教材を効果的に活用することにより、効率的な活動が期待される。 

・国際移住機構（IOM）、アジア財団、パートナーシップなどドナー間で類似した活動を重複

させないために、他ドナーと十分なコミュニケーションを図り、適切な調整を行うことは

効率性の面で極めて重要である。プロジェクトの開始とともに、ドナー間との連携および
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コミュニケーションを的確に行えるような環境を整えていく必要がある。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトの実施によるインパクトは、以下のように予測される。 

・本プロジェクトは、市民警察活動の全国展開を視野に入れてデザインされている。すなわ

ち、成果４で示すように、両ブカシ警察署での経験や成功事例を抽出し、全国レベルでの

研修体制を整備することを目指し、両ブカシ警察署における技術指導者の育成や研修教材

の開発を進める予定である。このような取り組みを通じ、インドネシア各地の警察署員に

対して指導できるような体制が整備されれば、上位目標である「適切な市民警察活動を全

国展開するための仕組みづくり」の達成が期待できる。 

・上位目標に至るための外部条件として、「インドネシア国家警察およびジャカルタ警視庁

が、本プロジェクトの成果を活用して市民警察活動に係る施策を策定する」が挙げられて

いる。インドネシア国家警察およびジャカルタ警視庁による自助努力に依存する部分が大

きいが、2005年に「POLMAS通達」が出され、ジャカルタ警視庁をはじめ全国での展開が開

始されており、モデル警察署としての知見が生かされることが期待される。 

 

（５）自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性は、以下のとおり期待される。 

・妥当性でも述べているが、「2004-2009年度国家中期開発計画」および「POLMAS通達」の政

策支援を受けることにより、本プロジェクトの実施期間中および協力期間終了後も、イン

ドネシア国側からの政策的な支援は見込まれる。 

・本プロジェクトに対しては、インドネシア国家警察幹部だけではなく、国会議員を含む多

方面からの視察・見学者が多い。このように、両ブカシ警察署関係者は、警察内外から注

目を集めているという意識があるため、プロジェクト活動に対する彼らのインセンティブ

につながっている。 

・また、成果４の活動では、市民警察活動に関連した研修を指導する技術指導者を育成し、

且つ組織としての知見の蓄積を図っていくため（TOTの実施）、プロジェクト終了後もこれ

らの指導者を中心とし、警察関係者への指導を行うことができる。したがって、プロジェ

クトに対する両ブカシ警察署のオーナーシップは高く、プロジェクト活動の継続性は見込

まれるであろう。 

・成果２の活動では、両ブカシ警察署において無線機器の維持・管理体制を確立することに

なっている。無線機器の維持・管理体制が構築されることにより、担当者が責任を持って

無線機器の維持管理や消耗品の調達を遂行できるようになることを目指している。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

フェーズ１においては、３か月間にわたる研修訓練を受けた15名の女性警察官が、2005年12月

22日の「母の日」からインドネシア国初の女性警察官によるBKPMを正式に運用することになっ

た。また、その機能を模倣した女性警察官だけの交番をインドネシア国側独自の努力で作り、既

に運用が始まっている。本プロジェクトでも、引き続き女性警察官による交番活動の機能を高め

るための支援を行い、女性がアクセスしやすい環境整備に配慮していく。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

本案件の前身であるフェーズ１終了時評価調査で指摘されている主要事項は以下のとおり。 
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（１）分署の機能強化 

両ブカシ警察署の幹部および最前線で活躍するBKPMの署員に比べ、中間職に位置する分署

での意識改革に遅れが見えている。これは、プロジェクトの活動が、両ブカシ警察署の幹部

および直接市民と接触するBKPM署員に重点がおかれた結果である。インドネシアにおける一

つの警察署の組織は極めて大きく、日本の小さな県警察本部ほどの規模があり、傘下に多く

の分署を抱えている。したがって、分署長の管理能力向上および鑑識技術等の現場活動にか

かる分署員の能力向上は不可欠である。 

 

（２）ブカシ県警察署の機能向上 

フェーズ１実施期間中、パイロット・サイトとして選定されたブカシ警察署が都市部を管

轄するメトロブカシ警察署とそれ以外の地域を管轄するブカシ県警察署に分割されたこと

は、プロジェクト活動に困難な課題をもたらした。両警察署に対して効果的な支援を継続す

るために、専門家の体制や運用などを工夫してプロジェクト活動を進めてきたものの、後発

のブカシ県警察署における成果の達成度は、先発のメトロブカシ警察署と比べ、不十分な結

果となっている。したがって、ブカシ県警察署において、さらなる機能強化を進めていく必

要がある。 

 

（３）報告連絡体制の整備 

｢市民警察としての活動｣とは、｢市民の要望に対する迅速（かつ誠実）な対応をすること｣

であるため、報告連絡体制を整備することは必要不可欠である。 

電話以外の通報を受け付けるのは原則として分署である。したがって、どのような情報を

どこまで報告するかについて、具体的な事例を検討することにより、通信指令のルールを構

築することが求められている。 

 

（４）組織内での知識・技術の共有 

インドネシア側の警察組織内における人事異動は避け難い事象であるため、育成された人

材が所属する部署や組織に対して、知識や技術を蓄積できるような環境を整備することが重

要であり、それが警察組織全体の能力強化につながっていくと思われる。 

８．今後の評価計画 

  2010年１月頃 中間評価調査団派遣予定 

  2012年１月頃 終了時評価調査団派遣予定 
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４．R/D 及び実施協議時 M/M 

４－１ R/D 
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